
  年 月 日 

            殿 

 

 

青森県弘前市文京町 1 

国立大学法人弘前大学 

契約担当役 

理事（研究担当） 

若林 孝一   印 

 

弘前大学特許活用トライアル制度実施許諾承諾書  

 

○○○○年○○月○○日付で申し込みのありました特許の実施許諾について、以下の条件で、

実施を許諾します。 

 

管理番号：弘出願○○-○○、ＰＡ○○-○○ 

特許番号： 

発明の名称： 

実施許諾期間：  年 月 日 ～   年 月 日 

 

実施条件： 

１．本実施許諾は非独占的通常実施権の許諾であり、実施許諾期間の実施料は無償とすること。

ただし、実施者が実施のために発明者と情報交換を行う際は、原則として別途、国立大学法

人弘前大学（以下「大学」という。）と秘密保持契約、成果有体物提供契約、学術指導契約、

共同研究契約等の契約を締結すること。 

２．大学は、当該期間中、本特許を維持し、第三者に独占的実施を許諾しない。ただし、大学と

実施者が協議の上合意した場合は、実施許諾期間を短縮又は終了することがある。 

３．実施者は、大学及び発明者が以下の事項を含め、本書に記載されている事項以外の一切の保

証をせず、いかなる責任も負わないことを了承すること。 

   （１）特許に記載されている事項が、対象事業に合致していること 

   （２）本特許が第三者の特許権を侵害しないこと 

   （３）本特許が拒絶事由又は無効事由が存在しないこと 

４．本実施許諾は、本特許を譲渡するものではなく、また、大学が保有する他の特許を実施許諾

するものではないこと。 

５．実施者の社名、住所、代表者に変更があった場合、速やかに大学に通知すること。大学の事

前承諾なく、本実施許諾を第三者に再実施許諾、又は、譲渡しないこと。 

６．実施者は、期間終了の 1か月前までに、大学に対象事業の実績を報告すること。 

７. ６.の報告の後、実施者が本実施許諾の継続を希望する場合、実施期間・実施料等の条件を大

学と協議の上、別途、実施許諾契約を締結すること。なお、大学が、当該時点において実施

者以外の者に本特許の実施を許諾していないときは、独占的実施を許諾することがある。 

８. 大学は、実施者の了解を得た上で、実施者が弘前大学特許活用トライアル制度を活用してい

る旨、大学のＨＰ等に掲載することができる。 

９．大学は、次の各号のいずれかに該当し、催告後 30日以内に是正されないときは本承諾を取り

消すことができるものとする。 

（１）実施者が不正又は不当の行為をしたとき 

（２）実施者が本条件に違反したとき 

以上    


